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講義概要 
本講義では、図書館をめぐる様々な法制度及び法的問題について講義を行う。図書館は、文化

と学術の拠点となる社会的機関であり、教育・研究活動を支える重要な存在である。また、貴重

資料の蓄積保存を行うという役割も担っている。こうした図書館における情報の取扱いは、「知る

権利」、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権といった憲法上の諸権利や、著作権、プ

ライバシー権や個人情報保護法など、実に多岐にわたる法制度と関連することから、図書館業務

に従事する際には、いかなる法的問題が存在するかを認識し、その解決策を考えることが肝要で

ある。あわせて、図書館サービスを提供することに伴う各種トラブルへの対処法も理解しておく

必要がある。 
そして、最近では、情報技術の発展に伴って電子ジャーナルが普及するなど、図書館サービス

も多様化・効率化している。しかし、かかるサービスを提供するにあたっては、法令に基づくこ

とが求められるものの、必ずしも法的解釈が明確ではない点も存在する。また、大学では研究成

果を電子化・ネットワーク化して利活用しようとする動きなども見られるが、そうした最近のト

ピックについても、法的論点を把握することが望ましい。 
さらには、情報技術の発展によって、図書館に存在する法情報をいかに効率的に活用するかと

いう観点にも注目が集まっている。法情報の収集・利用については「リーガル・リサーチ(法情報

学)」という領域があり、特に実務家の間では必須の知識となっている。 
「図書館と法」では、これらの種々の視点を踏まえながら、次の構成にて講義を進めることと

する。 
 
講義の構成 
1 日本の図書館と図書館法 
国立国会図書館、公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館等について、それぞれの

設置根拠となる図書館関連法制についての概要を取り上げる。 
 
2 図書館で取り扱う情報と法・権利 

(1) 図書館で取り扱う各種資料と図書館サービスの法的性質 
(2) 「知る権利」、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権等 
(3) 著作権法 
(4) プライバシー権、個人情報保護法 
(5) その他 
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(1)では、図書館で取り扱う各種資料及び図書館サービスの法的性質を解説する。(2)～(5)では、

憲法上の「知る権利」、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権のほか、著作権法、プラ

イバシー権、個人情報保護法など、図書館で取り扱う情報に関係する権利や法制度について、そ

の概要を説明する。 
 
3 図書館をめぐる法的問題 
(1) 図書館サービスと憲法上の諸権利 
図書館は、多様な社会的、政治的、経済的、文化的資料を広汎に収集し、利用者の利用に供す

ることにより、国民の「知る権利」、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権等に奉仕す

る機関である。一方で、地方公共団体が条例に基づいて指定する青少年有害図書(又は不健全図書)、
少年事件を報道した雑誌、差別用語の含まれた図書の取扱いなどについて、対象者を保護する趣

旨で閲覧や貸出を制限すれば、上記諸権利を侵害するといった問題が生じる。そこで、実際の裁

判例などを取り上げつつ、双方の対立利益をどのように調整すべきかについて検討する。 
 
(2) 図書館サービスに伴うトラブル 
図書館サービスを提供する際には、資料の延滞、迷惑利用者、館内外での事故、複写機利用に

関する諍いなど、様々なトラブルが生じ得る。そこで、次のようなケースを取り上げて、各トラ

ブルへの対処法を検討する(鑓水三千男『図書館と法』(日本図書館協会、2009 年)189～275 頁よ

り)。 
・図書館資料の延滞に対する妥当な処置方法 
・図書館資料を汚損、破損、紛失した場合の賠償請求 
・図書館使用者が貸出登録をする場合の制限 
・迷惑利用者を退去させる法的根拠 
・特定の利用者に貸出を制限できる根拠 
・資料のリクエストを拒否できる根拠 
・館内外で事故が起きた時の賠償責任の範囲 
・図書館資料の貸出に伴って賠償を求められた場合の対処 
・子どもが怪我をして助けを求められた場合の対応 
・集会室の利用を特定の団体に制限する場合 
・複写機の利用に関するトラブル 
・資料貸出確認装置に関するトラブル 

 
(3) 著作権に関する個別問題 
図書館サービスで最も問題となるのは、著作権法に基づく対応である。これについては、例え

ば、次のような個別問題が存在する(著作権情報センター ケーススタディシリーズ第 3 集「図書

館と著作権」より http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html)。 
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・どのような図書館でも権利者に無断で複写サービスができるか。 
・コイン式複写機を用いて複写サービスを行うことに問題はあるか。 
・著作権法第 30 条の「私的使用のための複製」の規定により、図書館内においてもコイン式複

写機で全文の複写ができるのか。 
・複写サービスができる「著作物の一部分」とはどの範囲か。 
・定期刊行物に関する「発行後相当期間」とはどの程度か。 
・自館にない資料について、利用者から複写請求があったので、資料を所蔵している他の図書館

に文献の複写依頼をすることはできるか。 
・ビデオソフトを図書館の外に貸し出してもよいか。音楽CD はどうか。 
・雑誌の付録についているCD-ROM を館外貸出してもよいか。 
・市立図書館での子供たちに対する朗読サービス、視覚障害者に対する録音物の提供は許される

か。 
・デジタルカメラや携帯を使って資料を撮影する利用者に対して、どのように対処したらよいか。 
・「図書館だより」に絵本や本の表紙を写真に撮り、毎月新着図書の紹介として載せ、また、その

図書館だよりをそのままホームページにも載せてもよいか。 
・大学図書館で「機関リポジトリ」を開設し、研究者の研究成果物を図書館のホームページに登

録し、世界に情報発信する際に、著作権的に留意すべきことは何か。 
・国立国会図書館の「納本制度」とは何か。所蔵資料の電子複製化に関する著作権法の改正内容

はどのようなものか。 
 
図書館と著作権をめぐる問題は上記にとどまらない。特に、学校その他の教育機関では、他人

の著作物を用いて教育活動を行いつつ、教員や学生も日々著作物を創作しており、その権利関係

は極めて複雑である。かかる観点を含めて個別問題について検討する。 
 
(4) 図書館資料と個人情報保護法 
個人情報保護法は、2003 年 5 月 23 日に、関連する 5 つの法律がまとめて制定された。その中

には、民間事業者に適用される「個人情報の保護に関する法律」、行政機関に適用される「行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等に適用される「独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律」がある。また、地方公共団体の設置する組織には、それぞ

れの個人情報保護条例が適用される。 
このように、個人情報保護法制については、設置母体ごとに適用法令を異にする点に 1 つの特

徴がある。図書館についても、そもそも個人情報保護法の適用されない図書館があるほか、適用

される場合であっても、当該設置母体に適用される法令が何であるかを確認した上で法令遵守に

取り組むことが求められる。 
また、図書館が扱う情報には、利用者情報、利用情報(記録)、個人情報関係資料、図書館職員

等の個人情報、書誌情報があり、それぞれに法令に則った取り扱いが求められるものの、個人情

報関係資料は、法令の適用対象外となる場合がある。この点を踏まえつつ、各種情報を取得、利
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用、提供、管理する過程で取るべき対策を整理し、解説する。あわせて、個人に関する情報の開

示等の求め(請求)を受けた場合における対応や、情報セキュリティの確保についても取り上げる。 
 
(5) その他 
図書館は、資料を公表する者と入手する者の間に立って、情報を媒介する役割を担っている。

しかし、その中には、プライバシー、名誉や著作権等を侵害する権利侵害情報、わいせつ情報や

違法品販売などの違法情報、暴力的表現や人を自殺に誘引するような有害情報の掲載された資料

も存在する可能性がある。そこで、かかる情報の取扱いに関し、各種図書館がいかなる責任を負

うかについて検討する。 
 
4 リーガル・リサーチ 
法曹実務家、研究者、学生等が法情報を入手しようとする際、図書館は、法情報サプライヤー

及び法情報リポジトリとしての役割を果たしている。インターネットにおける情報提供が拡大し

ている現代では、法情報と図書館の関係性も見直しが迫られている。ここでは、3 までの内容と

は異なり、法情報をいかに有効に入手し、利活用するかという観点から、図書館の果たすべき役

割について検討する。 
 
5 ネットワーク社会における最近の問題 
(1) 図書館業務とクラウド・コンピューティング 
クラウド・コンピューティングは、インターネットとそれに接続されているサーバ全体を、雲

(cloud)に例えて、インターネットを介してユーザーのコンピュータで利用しようとするものをい

う。これは、自前でシステムを構築する場合と比べると、導入、運用等の手間と時間を省くこと

ができる等、コスト面での利点を有する。一方で、接続障害が起きた時のリスクを丸抱えするこ

とや、サーバ所在地でのテロや通信傍受などのカントリーリスクをかぶらなければならないとい

った問題点が懸念されている。今後、図書館業務にクラウド・コンピューティングを用いる可能

性も考えられるが、その場合のリスクと取るべき対策を紹介する。 
 

(2) 図書館資料の電子化と情報発信 
最近では、大学研究者の研究成果物を図書館のホームページ等に掲載して公表する試みが見ら

れる。これに対しては、複製権と公衆送信権について、権利者からの許諾が必要となるが、特に

過去の成果物については大変な作業となる。あわせて、当該成果物の中に他者の著作物が転載さ

れている場合には、当該人物から許諾を得ているか、又は、引用の要件を正しく守っているかと

いった確認作業が必要となる。 
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